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厚生労働省医薬食品局

東日本大震災の被害者の食品衛生法第五十二条第一項の許可

ついての権利利益に係る満了日の延長に関する政令の一部を

する政令（薬事法令関係）の施行について

可等 に

Ｉ

現在、東日本大震災の被害者の特定権利利益（特定非常災害

害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律（平成

８年法律第８５号。以下「法」という。）第３条第１項に規定する特

定権利利益をいう。以下同じ。）については、東日本大震災の被害

者の食品衛生法第五十二条第一項の許可等についての権利利益に

係る満了日の延長に関する政令(平成２３年政令第２７４号｡以下｢令」

という。）に基づき、平成２４年８月３１日を限度として、当該特定

権利利益に係る満了日を延長する措置が講じられているところで

ある。

今般、薬事法（昭和３５年法律第１４５号）第４条第１項の薬局の

開設の許可等の一定の事項については、令における延長期日の翌日

以降においても満了日の延長の措置を特に継続して実施する必要

があることから、東日本大震災の被害者の食品衛生法第五十二条第

一項の許可等についての権利利益に係る満了日の延長に関する政

令の一部を改正する政令（平成２４年政令第２１７号。以下「改正政
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令」という。別添参照。）を制定して令を改正し、その期日を平成
２５年２月２８日まで延長することとした。

これに伴う薬事に関する法令の運用における留意点等は下記の

とおりであるので、御了知の上、その実施に遺漏なきを期されたい。

記

第１再度満了日の延長を行った行政上の権利利益

薬事に関する行政上の権利利益のうち、改正政令により再度満了
日の延長を行ったものは次のとおりであること。

１毒物及び劇物取締法（昭和２５年法律第３０３号）関係

○毒物又は劇物の製造業若しくは輸入業又は販売業の登録(第
４条第１項）

２麻薬及び向精神薬取締法（昭和２８年法律第１４号）関係

○向精神薬輸入業者、向精神薬輸出業者、向精神薬製造製剤業

者、向精神薬使用業者、向精神薬卸売業者及び向精神薬小売業
者の免許（第５０条第１項）

３薬事法（昭和３５年法律第１４５号）関係

○薬局の開設の許可（第４条第１項）

○医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器の製造販売業の許
可（第１２条第１項）

○医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器の製造業の許可
（第１３条第１項）

○医薬品の販売業の許可（第２４条第１項）

○高度管理医療機器又は特定保守管理医療機器の販売業又は
賃貸業の許可（第３９条第１項）

○医療機器の修理業の許可（第４０条の２第１項）

第２留意事項

１今般の改正政令の制定により、満了日の再延長を行った行政上

の権利利益は、令により、満了日の延長の措置を行った行政上の

権利利益のうち、平成２４年８月３１日の翌日以後においても特に

継続して実施する必要があると認められるものに限られている
こと。
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２平成２４年８月３１日の翌日以降において、東日本大震災の被害

者が改正政令に基づく特定権利利益に係る満了日の延長措置を
受けるためには、当該者に対し、その特定権利利益について保全

又は回復を必要とする理由を記載した書面（以下「申請書」とい

う。）による満了日の延長の申し出を行わせる必要があること。
なお、申請書については、保有する権利利益、特定非常災害の

被害者である旨等必要な事項が記載されていれば、様式は問わな
いこと。

また、申請書の記載事項については、必要な事項が簡潔に記載
されていれば適当なものとして受理することとして差し支えな
いこと。

３改正政令に基づく特定権利利益に係る満了日の延長措置は、法

第３条第４項に基づく特別措置であるので､東日本大震災の発生

前と同様に、薬事に関する法令により許可等の更新を行うことの

できる者については、改正政令に基づく延長の措置をとることと

はせず、薬事に関する法令により許可等の更新を行うこと。



I函こα政令は、公布の日から施行する。ただし、本則中第十七号を削り、第十八号を第十七号とし、第十九
号を第十八号とし、第一一十号を削り、第二十一号を第十九号とし、第二十一一号を第一一十号とし、第二十一一一号

：Ｌｌ－ｕとノ虎一一一十一日」を「平成二十五年二月一一十八日」に改め、第十七号を削り、第十八
号を第十七号とし、第十九号を第十八号とし、第一一十号を削り、第一一十一号を第十九号とし、第一一十二号を
第二十号とし、第一一十一一一号を第二十一号とし、第一一十四号を削る。

関する政令（平成一一十一一一年政令第一

本
則
中
「
平
成
二
十
四
年
八
月
一
一
一
十
一

汰儀は、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別
八十五号）第一一一条第四項の規定に基づき、こり攻へ？了一ＪＥＦｊ。

こ
の
政
令
は
、

政
令
第
一
一
百
十
七
号

東

内
閣
は
、

日本大震災の被害者の食品衛生法第五十二条第一項の許可等に

附 東日本大震災の被害者の食品衛生法第五十一一条第一項の許可等についての権利利益に係る満了日の延
長
に
関
す
る
政
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

則

ｉ
ｆ
二
一
一
一
一
２
列
貴
一
理
α
許
可
等
に
つ
い
て
の
権
利
利
益
に
係
る
満
了
日
の
延
長
に

一
百
七
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

別
措
置
に
関
す
る
法
律
（
平
成
八
年
法
律
第



￣

を
第
二
十
｜
号
と
し
、
第
一
一
十
四
号
を
削
る
改
正
規
定
は
、
平
成
二
十
四
年
九
月

￣

日
か
ら
施
行
す
る
。

￣

頁



被
害
者
の
権
利
利
益
の
保
全
等
を
図
る
た
め
の
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
基
づ
き
、
当
該
権
利
利
益
に
係
る
満
了
日

の
限
度
と
な
る
日
を
延
長
す
る
必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る

東
日
本
大
震
災
の
被
害
者
の
食
品
衛
生
法
第
五
十
一
一
条
第
一
項
の
許
可
等
に
係
る
権
利
利
益
に
つ
い
て
、

理
由

｡

ひ

特
定
非
常
災
害
の

￣

頁



◎
東
日
本
大
震
災
の
被
害
者
の
食
品
衛
生
法
第
五
十
二
条
第
一
項
の
許
可
等
に
つ
い
て
の
権
利
利
益
に
係
る
満
了
日
の
延
長
に
関
す
る
政
令
の
一
部

を
改
正
す
る
政
令

新
旧
対

○
東
日
本
大
震
災
の
被
害
者
の
食
品
衛
生
法
第
五
十
二
条
第
一
項
の
許
可
等
に
つ
い
て
の
権
利
利
益
に
係
る
満
了
日
の
延
長
に
関
す
る
政
令
（
平
成
一
一
十
三
年
政
令
第
二
百
七
十

四
号
）

直
の
指
定
に
霞
す
る
満

、
保
全
等
を
図
る
た
め
の
特
別
措
置
に
陸

申
『
回
十
午
，
六
二
階

照
条
文

四
拝
守
一
一
膜

日
本
‐
，
大
雪
鴬
災
の
破
一
盲
者
の
吟
確
剰
昨
剰
叶
補

第
十
’
九
具
。
）
第
一
条
の
澤

吉
の
叶
賦
害
者
⑪
匹
儲
洞
剰
，
淵 百
一
一
泉
日
本
，
大
酒

叩
円
【
房
】
巨
巴

塁
ｍ
Ｌ
Ｉ
川
へ
盾
源
｝
』
鴎

軍
害
者
自
立
支
援
法
第
五
十
二
条
第
一
項
の
支
紳

護
保
険
法
第
五
十
八
条
第
一
項
の
指
定
を
零

几
一
年
十
ｍ
八
日

の
特
別
措
置
に
閲

眼
日
本
：
大
震
騨
（
の
咄
微
一
宮
者
勿
儲
廻
剰
，
羽
，
符

司
直
費
の
支
絵
に
係
る
后
怯
簾
八
鼻
グ

言
の
酷
勝
一
富
者
α
儲
剰
，
剰
，
淵

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

第
一
年
不
の
鐸

１

東
日
本
大
震
災
に
つ
い
て
の
特
定
非
常
災
害
及
び
｝
」
れ
に
対
し
適
用
す
べ
き
措

霞
の
指
定
に
関
す
る
政
令
（
平
成
二
十
三
年
政
令
第
十
九
号
）
第
一
条
の
規
定
に

よ
り
特
定
非
常
災
害
と
し
て
指
定
さ
れ
た
東
日
本
大
震
災
の
被
害
者
の
権
利
利
益

で
あ
っ
て
次
に
掲
げ
る
も
の
に
つ
い
て
の
特
定
非
常
災
害
の
被
害
者
の
権
利
利
益

の
保
全
等
を
図
る
た
め
の
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
第
三
条
第
四
項
の
政
令
で
定

め
る
日
は
、
剰
罫
凶
引
打
到
国
司
司
引
刊
河
川
印
と
す
る
。

｜
～
十
六
（
略
）

（
削
る
）

十
七
・
十
八

（
削
る
）

（
略
）

東
日
本
大
震
災
に
つ
い
て
の
特
定
非
常
災
害
及
び
｝
」
れ
に
対
し
適
用
す
べ
き
措

霞
の
指
定
に
関
す
る
政
令
（
平
成
二
十
三
年
政
令
第
十
九
号
）
第
一
条
の
規
定
に

よ
り
特
定
非
常
災
害
と
し
て
指
定
さ
れ
た
東
日
本
大
震
災
の
被
害
者
の
権
利
利
益

で
あ
っ
て
次
に
掲
げ
る
も
の
に
つ
い
て
の
特
定
非
常
災
害
の
被
害
者
の
権
利
利
益

の
保
全
等
を
図
る
た
め
の
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
第
三
条
第
四
項
の
政
令
で
定

め
る
日
は
、
型
制
割
引
打
凹
詞
川
副
ヨ
コ
Ⅲ
。
Ⅲ
と
す
る
。

｜
～
十
六
（
略
）

十
七
Ｉ

！。珈
糾
評
論
薊
劇
軋
剥
勤
削
剥
…
封
１
３

改
正
案

現
行



句

（
削
る
）

Ｈ
対
●
～
。
Ｈ
「

_、

略
、-プ

’
’

一
一
十
一
～
’
’
十
一
一
一

悪
の
障
害
児
入
所
給
付
費
の
支
筒
劃
割

旧
鮎
簾
五
十
八
条
第
一
頃
の
胴

－、

略
、－ン

尭
不
の
鮨

粂
矼
二
離
竺
頃
の
胴

栽
児
童
福
祉
法
第
二
十
四

日
立
一
文
』
践
医
一
暗
響
呉
の
寺


